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論文審査の結果の要旨 

 河合氏の論文は、一般に軍備の拡張（軍拡）を抑制する要因として作用すると考えられている文民（シビリアン）

による兵器開発への関与が、逆説的ながら軍拡を促すことを論証しようと試みたものである。具体的には軍拡の代表

的な事例として、兵器開発の盛んなアメリカ合衆国の戦争・戦闘で、とりわけ冷戦後、中心的な役割を担うようにな

った戦闘機の開発が扱われている。 

 論文は本文全5章から成っている。序章では軍拡が「兵器開発の集中した状態」と定義された上で、先行研究が重視

してきた他国による軍拡、軍事企業の動向（技術革新・軍産複合体論）、選挙対策、自由化といった軍拡要因が批判

的に検討されて、「シビリアンの兵器開発過程への介入がアメリカにおける戦闘機開発に伴う軍拡を引き起こす」と

いう仮説が示されている。また、仮説に基づく軍拡のモデルが提示されている。第1章では60年代中期の軍拡が取り上

げられている。フォード社長として経営の合理化を推進した経験を持つ国防長官ロバート・Ｓ・マクナマラは、兵器

開発において文民を優位に置く法制度改革の後押しもあり、海軍、空軍に戦闘機Ｆ－１１１の共同開発を命じたが、

両軍は文民による介入を忌避し、それぞれＦ－１４、Ｆ－１５という別の戦闘機を開発した。第2章では70年代中期の

軍拡が対象となっている。マクナマラが国防総省に連れてきた大学で工学等を修めた「神童（Whiz Kids）」を含むい

わゆるファイター（戦闘機）・マフィアは、議会が高額のＦ－１５への支出を打ち切る可能性を空軍幹部に示唆し、

その結果、空軍ではＹＦ－１６、ＹＦ－１７の開発が開始されて、最終的に前者がＦ－１６として採用された。また、

議会はＹＦ－１６、ＹＦ－１７を空軍と共同開発する場合にかぎり、海軍に戦闘機の新規開発を認めたが、結局、Ｙ

Ｆ－１７を土台としながらもまったく別個のＦ／Ａ－１８が開発されるに至った。第3章では90年代中期の軍拡が検討

されている。クリントン政権下、レス・アスピン国防長官が進めた冷戦後、初の通常兵力の再編構想「ボトムアップ

・レヴュー」（1993年）に基づき、空軍と海軍、さらには後には海兵隊も戦闘機の共同開発を指示された。だが、「ボ

トムアップ・レビュー」に基づくＪＡＳＴ計画自体、それぞれの派生型の開発を前提としており、自らの意向を反映

させたい空海両軍と海兵隊は共通性の低い実験機Ｘ－３５を採択し、最終的にＦ－３５Ａ、Ｆ－３５Ｂ、Ｆ－３５Ｃ

が開発されることとなった。終章では、各章における事例研究を通じて仮説・モデルの妥当性はおおむね実証された

ことが示され、さらなる事例研究を積み重ねることによりモデルの適用範囲を明確にし、またそうした研究の結果を

モデルの精緻化のためにフィードバックする必要性が言及されている。 

 本論文には次のような特徴がある。まず、仮説・モデルの提示、三つの事例研究を通じたその検証、結論という論

理的な構成になっており、議論がきわめて明快に整理されている点である。戦闘機というやや特殊な対象を取り上げ

て、当該分野の資料を渉猟しながらも、社会科学的に精緻な議論を展開しようとしている点は、本論文の長所と言っ

てよい。他方、その明快性は本論文の課題にも繋がっているように思われる。本論文で用いられる軍拡の定義は分析

上、操作しやすく定義されているが、それが通常、認識されるところの軍拡を意味するのか、若干疑問が残る。また、

文民の代表例として国防長官や連邦議会議員が挙げられているが、それについてももう少し丁寧な定義づけが必要で

あろう。今後、アメリカの戦闘機開発以外の事例を検証することも当然求められよう。 

 このように本論文にはいくつかの課題も残っているが、従来、学術的な研究の対象に必ずしもなってこなかったア

メリカの戦闘機開発に関して、新たな知見を付与した点は意義深く、軍縮研究等の隣接分野への政策的インプリケー

ションにも富んでいる。したがって、本審査委員会は全員一致して、提出された論文が博士（国際公共政策）の学位

を授与するに値すると認定した。


